
仕 様 書 

１ 品  名 LWW Up To Date Reviewed Journals Collection 他 10点 
 

２ 数  量 契約期間中において、LWW Up To Date Reviewed Journals Collection（Ovid

プラットフォーム）と追加契約９誌が閲覧可能なこと。 

          利用施設は、総合医療センター、十三市民病院とする。 
           

 

３ 納入期間 令和７年１月１日から令和７年 12月 31日まで 

ただし、電子ジャーナルについては、契約締結後、速やかに閲覧可能な状

態にすること。 
 

４ 納入場所 大阪市都島区都島本通 2-13-22 

 大阪市立総合医療センター 
 

 大阪市淀川区野中北 2-12-27 

 大阪市立十三市民病院 
 

５ 特記事項 

(1) リバースチャージ対象となる電子ジャーナルについてはリバースチャージとす

る。 

(2) 納品予定日時等、当機構より契約した書籍に関する問い合わせがあった場合は

常時回答できること。 

(3) 本製品に関する事故・安全情報等は、ただちに報告すること。また、改良等が

なされた場合も同様とする。 

(4) 電子ジャーナルの接続や統計データの入手などに真摯に対応すること。 

(5) 納品時に取扱説明書が存在する場合は納品部署に提出すること。またシリアル

ナンバー等、個体の限定が可能な情報は納品書等に記載し報告すること。 

(6) 製品の使用方法等に関しては常時説明できること。 

(7) 応札に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の

方法によりよく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間

経過後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は、当機構

の解釈によるものとする。 
 

６ 事業担当 大阪市立総合医療センター 教育研修センター（図書室） 寺澤 

 〒534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通 2-13-22 

 電話 06-6929-1221 

 

７ 契約担当 大阪市立総合医療センター 総務部財務課（契約管財） 

〒534-0027 大阪府大阪市都島区中野町 5-15-21都島センタービル内 

電話 06-6929-3627 

No 資料名 認証方法 利用施設 備考 

1 LWW UpToDate Reviewed Journal Collection *追加契約含 IP認証+ID/PW 2病院 パッケージ 

2 American Journal of Surgical Pathology IP認証+ID/PW 2病院 追加契約 

3 Annals of Plastic Surgery IP認証+ID/PW 2病院 追加契約 

4 JBJS Journal of Bone and Joint Surgery, The（SC,十三） IP認証+ID/PW 2病院 追加契約 

5 JCO Digital Library IP認証+ID/PW 2病院 追加契約 

6 Journal of the American Society of Nephrology(CJASN 含む) IP認証+ID/PW 2病院 1に含む 

7 The Journal of Craniofacial Surgery IP認証+ID/PW 2病院 追加契約 

8 Journal of Pediatric Orthopaedics B IP認証+ID/PW 2病院 追加契約 

9 Neurosurgery IP認証+ID/PW 2病院 追加契約 

10 New England Journal of Medicine IP認証+ID/PW 2病院 追加契約 

11 Plastic and Reconstructive Surgery IP認証+ID/PW 2病院 追加契約 



（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暴力団等の排除に関する特記仕様書 

 

 大阪市民病院機構（以下「発注者」という。）が締結する契約等から暴力団を排除する措置につい

ては、「大阪市暴力団排除条例」（以下「条例」という。）、「大阪市暴力団排除条例施行規則」

及び「大阪市契約関係暴力団排除措置要綱」（以下「要綱」という。）に準拠し、大阪市と同様の

措置を講じる。 

 

１ 暴力団等の排除について 

（１）受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）は、

大阪市暴力団排除条例（平成 23年大阪市条例第 10号。以下「条例」という。）第 2条第 2号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3号に規定する暴力団密接関係

者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材

料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 

（２）受注者は、条例第 7条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、暴

力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契

約又はその他の契約をさせてはならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者

と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させな

ければならない。 

（３）受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めら

れる者から条例第 9条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、速

やかに、この契約に係る発注者監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当

課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければなら

ない。 

また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者か

ら不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するととも

に警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

（４）受注者及び下請負人等が、正当な理由なく委託者に対し前号に規定する報告をしなかっ

たと認めるときは、条例第 12条に基づく公表及び大阪市民病院機構競争入札参加停止措置要

綱及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。 

（５）受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、発注者及び大阪市が行う調査並びに警察

が行う捜査に協力しなければならない。 

（６）発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの

不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日

程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとす

る。 

 

２ 誓約書の提出について 

受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した

誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りで

ない。 



 

職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例に基づく特記仕様書 

 

 大阪市民病院機構（以下「発注者」という。）は、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条

例に準拠し、大阪市と同様の取扱いをするものとする。 

 

（条例の遵守） 

第１条 受注者及び受注者の役職員は、受注業務の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行

の確保に関する条例」（平成１８年大阪市条例第１６号）（以下「条例」という。）第５条に規定

する責務を果たさなければならない。 

 

（公益通報等の報告） 

第２条 受注者は、受注業務について、次の各号に定める場合、速やかに、その内容を発注者（地

方独立行政法人大阪市民病院機構 法人運営本部内部監察室）へ報告しなければならない。 

(１) 条例第２条第１項に規定する公益通報を受けたとき 

(２) 発注者の職員から、違法または不適正な要求を受けたとき 

２ 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、

条例第１２条第１項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者（地方独

立行政法人大阪市民病院機構 法人運営本部内部監察室）へ報告しなければならない。 

 

（調査の協力） 

第３条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う

調査に協力しなければならない。 

 

（公益通報に係る情報の取扱い） 

第４条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の

処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（発注者の解除権） 

第５条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例

の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。 

 

○ 地方独立行政法人大阪市民病院機構 法人運営本部内部監察室の連絡先：06-6929-3275 

 

個人情報等の保護に関する特記仕様書 

 

この契約の履行にあたって個人情報は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に

関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例の趣旨を踏まえ、適切に取

り扱わなければならない。 

 

 


